
－ 35 －

１ 事業の目的
住宅改修業者のバリアフリーに関する知識向上

を図り、また、適切な設計・施工の体制を整備す

ることにより、安心してバリアフリー住宅改修が

できる環境をつくる。

２ 事業の内容
（1）受領委任制度

介護保険制度の住宅改修に係る給付金や自立支

援型住宅リフォーム資金助成制度の補助金を施主

に代わって住宅改修業者が受領できる「受領委任

制度」を実施する。

19 バリアフリー住宅改修支援事業
―安心して改修できる仕組みづくり―

（2）住宅改修登録業者の登録制度

受領委任制度により、住宅改修登録業者の受注

機会が増えるメリットはあるが、講習会を受講し、

考査に合格する必要がある。

※　H16 年までに 229 社が登録されている。

（3）リフォームに係る相談体制の整備

弁護士、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、

建築士や大学教授等の専門家へ委嘱し、施主から

のトラブルの相談や業者からの設計・施工に関す

る相談に応じる。（県が経費負担）

また、これらの事業の事務については、NPO

法人バリアフリー総合研究所が講習会の受講料や

業者の登録料で運営している。

▲　自立支援型住宅リフォーム資金助成制度の受領委任制度のスキーム

現　行

受領委任

※デメリット 
施主は、補助金分を
含め、一旦全て支払
わなければならない。 

※メリット 
・施主は、補助金分
の一次負担がない。 

・手続も業者が代行
する。 
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「バリアフリー住宅改修講習会」の実施 

「バリアフリー住宅改修考査」合格証の発行 

「バリアフリー住宅改修登録事業者」の登録 

（内容） 高齢者や身体障害者の身体特性 

　　　 住宅改修の設計施工のポイント 

 介護保険や補助制度のしくみ　 

（考査） 講習会の内容、建築基準法　　等 

  発行 講習会受講し、考査に合格する 

  要件 関係法令処分歴がない   （　） 

  発行 考査合格者が１名以上いる 

  要件 受領委任払いを承諾している （　） 




